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　情報公開制度については、市情報公開条例に基づき、市民等からの開示請求の対応に努める
とともに、開示請求などの実績について広報紙等を通じ公表しています。引き続き市民が必要とす
る情報を的確に把握し、市政に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう、
情報提供施策の拡充を図る必要があります。
　市民のワンヘルス*に対する認知度は、令和5年度の市民意向調査では、「知っている」が13.7
％、「聞いたことがある」が49.2％で、全体で62.9％となっています。「ワンヘルスのまち　みやま」の
実現には、市民一人ひとりが理念を理解し、実践できる機運を醸成していくことが必要不可欠です。
令和5年度には、ワンヘルスを楽しく体感してもらうためのイベントとして、ワンヘルスフォーラムを開
催しました。今後も幅広い世代にワンヘルスの理念を理解してもらうために、イベントや市民講座の
開催など、さまざまなアプローチから普及啓発に取り組む必要があります。また、福岡県が整備する
ワンヘルスセンターと連携した取組を通じ、市内の活性化を図っていく必要があります。

１　現状と課題

１　住民参画によるまちづくりの推進

　まちづくりの課題が多様化・複雑化していく中で、市民、企業、ＮＰＯ、ボランティア団体など多様
な主体が参画し、自治体と協働してまちづくりを進めていくことが重要です。
　本市では、市政に対する幅広い意見を市民から聴取するため、審議会等における委員の公募
を行っていますが、高齢者層に偏っていることから、女性や若年層委員の増加を図ることが今後
の課題です。庁舎に設置している提言箱や市ホームページ、広報紙、アンケート調査を通して市民
の意見を聴取するとともに、各種計画の策定段階ではパブリックコメント*やワークショップ*を実施
しています。今後は、住民参加型会議や誰もが参加できるワークショップの手法の検討など、更に
幅広く市民の意見を聴取できるような仕組みづくりが必要です。
　また、市民と行政の協働による魅力あるまちづくりを推進するため、まちづくりに関する事業に自
主的かつ主体的に取り組む団体に対し「市民協働まちづくり事業補助金」を交付しています。令和
元年度から５年間で30団体に補助金を交付し、地域の活性化に取り組んできましたが、更なる利
用促進とＮＰＯ法人等の育成に努める必要があります。
　更に、公民館活動や各種社会教育関係団体の活動に加え、スポーツ指導者講習会、子ども会
育成連絡協議会、ジュニアリーダークラブ活動などの多様な取組を通じ、地域リーダーの育成を図っ
ています。こうしたまちづくり活動を推進する団体において高齢化が進行しているため、若い世代の
確保・育成が喫緊の課題となっています。

第６章　協働で進めるまちづくり
（住民参画、コミュニティ、人権・男女共同参画）

地域の課題を共に考え、解決していくために
多様な主体との協働によるまちづくりを推進します。

基本方針と関連するＳＤＧｓ*の目標
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２　主要施策

　情報公開制度については、市情報公開条例に基づき、市民等からの開示請求の対応に努める
とともに、開示請求などの実績について広報紙等を通じ公表しています。引き続き市民が必要とす
る情報を的確に把握し、市政に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう、
情報提供施策の拡充を図る必要があります。
　市民のワンヘルス*に対する認知度は、令和5年度の市民意向調査では、「知っている」が13.7
％、「聞いたことがある」が49.2％で、全体で62.9％となっています。「ワンヘルスのまち　みやま」の
実現には、市民一人ひとりが理念を理解し、実践できる機運を醸成していくことが必要不可欠です。
令和5年度には、ワンヘルスを楽しく体感してもらうためのイベントとして、ワンヘルスフォーラムを開
催しました。今後も幅広い世代にワンヘルスの理念を理解してもらうために、イベントや市民講座の
開催など、さまざまなアプローチから普及啓発に取り組む必要があります。また、福岡県が整備する
ワンヘルスセンターと連携した取組を通じ、市内の活性化を図っていく必要があります。

①　住民と行政との
　　パートナーシップの
　　確立

②　住民参画事業の
　　充実と人的ネット
　　ワークの形成

委員公募や各種会議の委員の任用について、女性や若者が
参加しやすい仕組みづくりを行うとともに、ワークショップ*や各
種団体との懇談会等の開催について協議可能なテーマにつ
いて検討します。また、市民の意見や提言を市政に反映できる
よう努めます。
●主要な計画の策定段階でのパブリックコメント*の実施
●審議会等の委員公募拡充
●若年層や女性の意見聴取機会の創出と市政への反映
●ワークショップや各種団体との懇談会等の実施

市民やボランティア団体、ＮＰＯ法人が主体的に協働のまちづ
くりに取り組めるよう、市民協働まちづくり事業補助制度の活用
を推進するとともに、若い地域リーダーの人材育成に努めます。
そして、地域コミュニティの活性化や市民と行政の協働によるま
ちづくりを推進します。
●市民協働によるまちづくり制度の推進
●まちづくり活動のネットワークづくり
●地域リーダーなどの人材育成・強化
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　まちづくりの課題が多様化・複雑化していく中で、市民、企業、ＮＰＯ、ボランティア団体など多様
な主体が参画し、自治体と協働してまちづくりを進めていくことが重要です。
　本市では、市政に対する幅広い意見を市民から聴取するため、審議会等における委員の公募
を行っていますが、高齢者層に偏っていることから、女性や若年層委員の増加を図ることが今後
の課題です。庁舎に設置している提言箱や市ホームページ、広報紙、アンケート調査を通して市民
の意見を聴取するとともに、各種計画の策定段階ではパブリックコメント*やワークショップ*を実施
しています。今後は、住民参加型会議や誰もが参加できるワークショップの手法の検討など、更に
幅広く市民の意見を聴取できるような仕組みづくりが必要です。
　また、市民と行政の協働による魅力あるまちづくりを推進するため、まちづくりに関する事業に自
主的かつ主体的に取り組む団体に対し「市民協働まちづくり事業補助金」を交付しています。令和
元年度から５年間で30団体に補助金を交付し、地域の活性化に取り組んできましたが、更なる利
用促進とＮＰＯ法人等の育成に努める必要があります。
　更に、公民館活動や各種社会教育関係団体の活動に加え、スポーツ指導者講習会、子ども会
育成連絡協議会、ジュニアリーダークラブ活動などの多様な取組を通じ、地域リーダーの育成を図っ
ています。こうしたまちづくり活動を推進する団体において高齢化が進行しているため、若い世代の
確保・育成が喫緊の課題となっています。
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③　情報公開・提供の
　　推進

情報公開制度の適切な運用や、市政に関する情報を迅速か
つ容易に得られるよう、情報提供施策の拡充に努めます。
●まちづくりに関する情報の提供や附属機関会議状況の公表
●広報紙、ホームページ等の媒体を通じた的確で分かりやす
　い情報の提供
●情報公開請求への適切な対応

④　ワンヘルス*のまち
　　みやまの実現

「ワンヘルスのまち　みやま」の実現に向け、ワンヘルスの理念
の普及と実践できる機会の創出を図ります。また、ワンヘルスセ
ンターと連携した地域の活性化に努めます。
●ワンヘルスの普及啓発
●ワンヘルスセンターとの連携
●遊歩道の整備
●ワンヘルスセンターを活かした観光振興
●ワンヘルス教育につながる教育計画及び授業づくり
●ワンヘルス教育にかかる職員研修の充実
●体験活動の充実によるワンヘルス理念の普及促進
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１　現状と課題

２　住民と共に進めるまちづくりの推進

　地域や行政を取り巻く環境の変化により、行政のみでの取組や行政主導のまちづくりでは対応
することができない地域の課題が年々増加しています。こうした中で、従来の行政主導型から、地域
と行政が共通の目標に向かって共に進める地域協働型のまちづくりへの転換が求められています。
　今後も、住民が市政への関心を高め、まちづくりの当事者としてまちづくりに取り組んでもらうた
めに、住民との「対話」を基本とした協働事業の推進に努めます。

２　主要施策

①　市民協働による
　　施策の推進

住民との対話を基本とし、行政情報の発信・共有化に努め、施
策に対する理解を得ながら、市民との協働により各種事業を推
進します。
●市民協働による各施策の推進

第
６
章

協
働
で
進
め
る
ま
ち
づ
く
り



第６章

協働で進めるまちづくり
第３部　基本計画

１　現状と課題

３　地域での連帯感の創出

　平成19年に瀬高町・山川町・高田町が合併し、本市が誕生しました。ふるさと意識を醸成する
ために、平成22年には市の木（楠）・花（桜）を、平成23年には市民憲章を制定し、平成26年には
「くすっぴー」を市のマスコットキャラクターに定め、市の一体感の醸成に努めています。また、令和５
年度に策定したシティプロモーション戦略*に基づき、さまざまな機会を通してみやま市の歴史・風
土・地域資源等、その魅力や由来を伝えていくなど、郷土愛の醸成を図ることとしています。引き続
き、地域の連帯感が生まれるような機会の創出に努め、みやま市民としてのシビックプライド*（市へ
の誇りや愛着）を醸成し、市全体が一体となるまちづくりを進めていくことが重要です。
　一方、コミュニティ活動の活性化に向けて、各公民館において役員能力の向上や、地域の特色
を生かした事業の展開に努めています。しかし、活動の参加者が固定化し、全市的な取組には
至っていないことや、小学校再編により新たな小学校校区と校区公民館で活動範囲に違いが生
じているところもあります。さらに、地域活動のリーダーが高齢化しているため、若い世代の確保・育
成に努めていく必要があります。引き続き、コミュニティ助成事業の活用など必要な支援を行います。
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２　主要施策

①　ふるさと意識の醸成

みやま市民としてのシビックプライドを醸成するための取組とし
て、市民が一体となれる機会の創出などに努めます。
●各種イベント・祭りを通したふれあい・交流の推進
●歴史、伝統文化など地域を知る機会の創出

②　コミュニティ活動の
　　活性化

地域コミュニティによるまちづくり活動を推進します。また、小学
校の再編に伴う校区公民館の組織や活動については地域の
意向を踏まえ推進します。このほか、地域活動を担う若い世代
の人材育成に取り組みます。
●自治組織等のコミュニティ団体との連携強化による協働の推
　進
●校区公民館活動の充実
●指導者育成のための研修会や交流機会の創出等支援活
　動の充実
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１　現状と課題

４　人権尊重や男女共同参画のまちづくりの推進

　人権とは、すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利、あるいは人
間が人間らしく生きる権利で、誰もが生まれながらに持つ基本的な権利です。
　本市は、「みやま市部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例」のも
と、世界人権宣言の基本理念にのっとり、部落差別をはじめ、障がい者差別、女性差別、外国人
差別、性的少数者差別、いじめ等あらゆる差別を撤廃し、市民一人ひとりの参加による人権尊重
都市を目指しています。これを実現するためにも、人権教育や市民の人権意識の高揚に努めるとと
もに、関係機関と協力の上、あらゆる差別の撤廃に関する施策を効果的に推進することとしてお
り、そこに市民の協力は欠かすことができません。
　人権教育については、「みやま市人権教育・啓発基本指針」を活用し、人権文化の実現に向け
た教育啓発を推進しています。部落差別については「部落差別の解消の推進に関する法律」、性
的少数者に対する理解については「ＬＧＢＴ*理解増進法」の趣旨を踏まえ、お互いを認め合い、
尊重する温かい地域のつながりの実現を目指しています。今後も、学校や地域、行政等における
人権教育を推進し、より多くの市民を対象に人権意識の醸成を図ることが必要です。併せて、こう
した活動を推進する人材の育成が求められています。また、本市においても、外国籍の市民が増
加傾向にあり、市ホームページについては多言語対応になっていますが、今後はさらなる充実を図
る必要があります。
　男女共同参画社会の形成を推進するために、令和２年度に「第２次みやま市男女共同参画基
本計画」を策定しています。みやま市男女共同参画審議会及びみやま市男女共同参画推進本部
が相互に連携し、必要に応じてこの計画の見直しを図っていきます。
　また、市における審議会委員等への女性登用率は近年上昇していますが、審議会によっては女
性の登用率が低いケースもあるため、より一層推進する必要があります。さらに女性団体が活躍で
きるように支援を充実させるとともに、今後は新しい団体の育成を進めていくことが課題です。
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２　主要施策

①　人権擁護社会の形成
　　

学校、地域、行政等での継続した啓発教育の推進や、より多く
の市民へ啓発できるよう努めます。また、継続した人材育成を
図ります。
●学校、地域、行政等での人権教育の推進
●人権擁護の街頭啓発活動等をはじめ、広報紙やホームペー
　ジなどを活用した積極的な啓発活動の推進
●人権問題の解決に主体的に取り組む団体や人材の育成
●人権問題に関わる人権擁護推進体制、相談体制の充実
●人権擁護委員による「人権何でも相談」の定期的な実施

②　男女共同参画社会
　　実現のための環境づくり

「みやま市男女共同参画基本計画」に基づき、あらゆる分野で
個性と能力が発揮できる機会を確保し、共に責任を担う男女
共同参画社会の実現のための環境づくりを推進するとともに、
活動を推進する新たな団体の育成に努めます。
●審議会への女性登用の推進
●男女共同参画社会の形成を推進するための推進体制や相
　談窓口などの充実
●女性団体の育成及び活動支援
●市女性職員の管理職への登用
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成果指標 協働で進めるまちづくり

第６章
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　本章では、「協働で進めるまちづくり」に向けて４つの施策項目を掲げました。地域の課題を共に
考え、解決を図る、多様な主体との協働によるまちづくりを推進していくために、以下の成果指標を
設定し計画の進捗管理を図ります。

指　　標　　名 単位 2022年度
(実績)

2028年度
(目標)

市民アンケートにおける「市政への市民意見の反映

がなされている」と回答した人の割合

審議会における女性登用率の向上

自治会・コミュニティ活動への参加割合

ＮＰＯ法人数

まちづくり助成団体数

市ホームページページビュー数

ワンヘルス*の認知度

％

％

％

団体

団体

千回/年

％

8.5

26.8

57.0

9

13

2,236

62.9

12.0

30.0以上

60.0

15

25

2,700

80.0
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